
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
埜中：山田先生、今日はよろしくお願いいたします。自殺は世界でも問題となっています。今日は、
自殺についてお話を伺いたいと思います。まず、単純な疑問があります。自殺は人間だけで、動物
には無いのでしょうか。象が死にかかってくると墓場に行くというのは自殺ではないのですか。 
 
山田：基本的には、動物にはヒトでいう自殺は無いと思います。何らかの理由で自己の生命を絶つ
というのはちょっと考えられません。象の例えは、「自分から命を絶つ」というよりは「死に場所
選び」の様にも見えます。ただし、人間の感情を移入して判断すれば、そのようなストーリーがで
きるのであって、象はその様な行動をする本当の理由はわかっていません。 
 
埜中:それでは、人間はものを考えたり、思考というものがあるので自殺という手段を考え出す。
そこが動物との違いになりますか？  
 
山田：今の質問の前提には、「自殺はその人がきちんと考え抜いた上で死を選んで」という前提に
立ってのものと思うのですが、現実の自殺はそうではありません。実際には、精神的な、心理的な、
社会的な、極度の視野狭窄のなかで、つまり正当な判断や意志決定を伴わずに、行動しているケー
スがほとんどです。「追い込まれた状況で死を選んだ」というのが正しい表現と思います。 
 脳は進化して、前頭葉、特に辺縁系とよばれる新皮質が発達して「感情」、「将来の予測」といっ
た高度な情報処理が出来るようになりました。将来のことを考える必要がなければ未来のことを憂
いて不安になることもありません。相手を思いやる気持ち、倫理感だとか正義感といった精神活動
すべてが高度な脳機能のなせる技です。このようにして、「こころ」がヒト特有の問題として生じ
てきました。 
 
埜中：日本は自殺大国と一般的には言われておりますが、実際はどうなのでしょうか。 
 
山田：日本では、年間に約 3 万人が自殺で亡くなっています。先進 7 カ国 G7 の中で最悪です。世
界ランキングでいうと、日本は 10 位ぐらいです。都道府県ごとの平成 18 年の自殺率（人口 10 万
人単位）で見ますと、一番高いのは秋田県約 42 です。一番低いのは奈良県の約 18 です。四国でも
徳島は約 19 と低いですが、隣の高知は約 27 と高くなります。東北、南九州が高いです。全国平均
は約 24 なのですが、日本国内でもこんなに都道府県で違うという事実には全く驚かされます。 
報告によれば、自殺で亡くなった方の7～8割に何らかの精神障害の診断がつくとされています。
その内訳を見ますと、全体の約 3 割はうつ病や躁うつ病、適応障害、ストレス関連障害の方です。
第 2位は統合失調症で約 2割と言われています。次がアルコール・薬物依存症で約 2割となってい
ます。ただし、精神障害があるからといって、それだけで自殺をする訳ではありません。希死念慮
（こんなにつらいなら、死んだ方がましだという思い）が精神症状として出現したとしても、全員
が自殺することはありません。警察庁の自殺の背景、動機を調べた調査では、一番多いのは健康問
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題です。精神科的あるいは身体の健康問題だけではなく、家庭問題、経済問題、学校問題など、複
雑な事情があって自殺をされています。家庭や学校や勤務先や経済、借金や色んな問題を抱えた人
が精神障害の診断がつくようなこころの状態になっています。そして、「辛さ」や「問題」の解決
方法が、死ぬこと以外に無いのだというように思い込んでしまう。もう死ぬしかない。解決する手
段が他には無いのだと、切羽詰まってしまいます。 
 
埜中：自殺総合対策大綱が策定されました。これについてご説明ください。 
 
山田：平成 18 年 6 月に「自殺対策基本法」が成立し、同年 10 月には異例な早さで施行されました。
この法律の目的は、自殺対策を総合的に推進して、自殺の防止を図り、あわせて自殺者の親族等に
対する支援の充実を図り、もって国民が健康で生きがいを持って暮らすことのできる社会の実現に
寄与することとされています。さらに、平成 19 年 6 月には、「自殺総合対策大綱」が閣議決定され
ました。すなわち、国が自殺対策をどう行うかについて、きちんとした戦略が明示されたのです。
閣議決定されたということは、ここに書かれていることを国が責任を持ってやらなければいけない
という意味を持ちます。 
 実は、精神保健で自殺を防ぐ方略は、自殺対策のごく一部であって、むしろ、駅のホームに柵を
作るとか、自殺の名所に物理的な対策をするとか、農村部における農薬の販売や管理方法を規制す
るとか、自殺を防ぐために行政ができる社会的な取り組みは山のようにあるのです。自殺問題とい
うのは精神科領域のみの問題では決してなく、社会問題だという認識を持っていただければと思い
ます。例えば、経済を良くすることは自殺対策には当然なると思うのですが、貧困対策、格差対策、
それをゆっくり待っている訳にはいきません。ですから、やれる限りの可能性があることをきちん
とリストアップして国を挙げて取り組みましょうということです。 
 世の中に「あっても良い自殺」などありません。自殺対策基本法が真に伝えるメッセージは「自
殺は避けることができる」というです。この理念があればこそ、自殺対策が「持続性をもった当た
り前のもの」として社会に根をおろしていくものであると考えます。 
 
埜中：専門家から見ても、この法律が出来たことは意義のあることなのですね。これまで、自殺の
現状や背景、国の自殺対策についてお話いただきました。それでは、先生が「自殺対策のための戦
略研究」で具体的にどのような活動をしておられて、どういう目標をもっていかれるか、お話いた
だきたいと思います。 
 
山田：「自殺対策のための戦略研究」は、財団法人精神・神経科学振興財団（以下：財団）が実施
主体となり、厚生労働科学研究費補助金こころの健康科学研究事業の枠組みの中で実施している大
型研究プロジェクトです。 
具体的には、Nocomit-J（ポピュレーションアプローチ）と Action-J（ハイリスクアプローチ）と
いう２つの多施設共同研究がなされています。私は、高橋理事長の元で、研究班とは独立して運営
の管理をするという専門的支援の役割を仰せつかっております。 
 ポピュレーションアプローチというのは、集団に直接働きかけてその集団の自殺を減らそうとい
うことなので、初回の自殺を防ぐためにすごく重要だと思います。しかし、ターゲットが絞りにく
い、何をやったら効果があるのか精度の高い分析をするのが非常に難しい、という欠点もあります。
こういう難しさもあるものですから、慶応大学の大野教授がリーダーをされておりますポピュレー
ションアプローチ（Nocomit-J）では、やられる事はなんでもやる。複合的な介入プログラム（対
策のメニュー）を作りまして、それを各地の自治体と一緒になって行っています。詳しくは、財団
のホームページ（http://www.jfnm.or.jp/）でご覧いただけるようになっています。 
 一方、ハイリスクアプローチ（Action-J）は、横浜市大の平安教授がリーダーをされています。
ハイリスクアプローチの利点というのは、ハイリスクのグループを特定していますから、そのグル
ープを対象に密度の濃い介入ができます。そのため、全体には効果が及ばないかもしれないけれど、
ターゲットしているサブグループに対しては、かなりの効果が期待できる可能性があります。
Action-J では、過去に自殺未遂をしたことがある方という人達をターゲットにした自殺再未遂、次
の未遂を「ケースマネージメント」を行うことで防止する研究を行っています。 
 「自殺対策基本法」と「自殺対策大綱」を強固な足場として「自殺対策のための戦略研究」を実
施していくことにより、わが国で自殺対策を進めていく上での実証的根拠を提供していくことがで
きればと期待しています。 
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埜中：今日は、先生から色々お話を伺いましたが、私たち個人が自殺防止にお役に立てることがあ
るでしょうか。 
 
山田：自殺というのは「ヒトゴト」のように感じられるところもあるのですが、実際にはごく身近
にあります。誰しも、親戚や同級生や職場の同僚の中に実際に自殺でなくなった方がいるはずです。
しかし、自殺に対しても、社会には様々な誤解や偏見があり、親や兄弟が自殺で死んだとかなかな
か他人に言えない現実もあります。ご遺族の方の中にも、こうした別の苦しみを持つ方がいらっし
ゃいます。 
身近な問題であるにもかかわらず、いざご自身が相談されたり、そういう辛い思いをしている方
と接したときに、どう助けていくか、あるいは、どういうふうに接してよいか、なかなか難しい問
題です。若い人達だと友達に向かって「もう死んじゃおうかな」とか「悩んでるんだ」みたいな相
談をしますよね。しかし、つい「何馬鹿なこと言ってるのよ」と笑い飛ばしてしまうということも
あると思います。もし、子供が親にそんな事を言ったら、「何でそんな事を考えるんだ」とか説教
をして終わってしまうことがあるかもしれません。しかし、理屈で説明しようとしても、お説教し
ようとしても「辛く狭い考え方になっている本人」にはかえって逆効果のことも少なくありません。
では、何が有効か。まず、辛さを聞いてあげる。本人の辛さを吐き出させる。一人じゃないのだな、
一緒に辛さを思ってくれる人がいるのだなと思ってもらえる心理的な良い効果があります。もう一
つはやはり心理的な効果ですが、自殺を考えてから、行動に移すまでの時間を引き延ばせば引き延
ばすほど、5分でも 10 分でも１時間でも、1日でも 2日でも行動に移さないでいれば死亡する率が
下がります。寄り添って聞いてあげるだけで、あるいは、時々電話をして様子を聞き、自分の存在
を示してあげる。これも効果があります。
 とにかく、現実の自殺は、極度の視野狭
窄のなかで（つまり正当な判断や意志決定
を伴わずに）行動しているケースがほとん
どだという事実をきちんと認識していた
だきたいと思います。「本人が死にたいと
思っているのだからなぜ止める」と言う声
を聞くこともあります。しかし、今までみ
なさんが思っていたイメージと違い、「助
けられる自殺」「避けられる自殺」という
のが世の中いっぱいあるんだということ
がわかると、逆に、なぜ助けないのかとい
うことになります。 
 次に、客観的な事実を知って、「色んな
自殺」があるんだと気がついて欲しい。そ
うでないと、自分が思っている自殺と違う
タイプの自殺で悩んでいる人に対して、共感できないことになります。「自殺対策」というと皆が
同じことを考えているような顔をしていて実はそれぞれが全然違う「自殺」をイメージしているこ
とが結構あるのです。ハイリスクグループごとに目標を決めて対策を実施するのは良いのだけれど、
借金苦をターゲットとした活動もあれば、アルコールや薬物依存、あるいは重篤な精神障害を背景
とし「孤独」の中で自殺をしていく人達を救う対策もあります。また、残されたご遺族の方を対象
とした活動も重要です。いずれも同等の価値を持つ世の中になくてはならない「自殺対策」です。 
自殺総合対策大綱の中では、当面の重点対策の中に「国民一人ひとりの気づきと見守りを促す」と
いうことがきちんと謳われています。ハイリスクの人が次のステップに行かないようにゲートキー
パ（門番）という表現をしてますが、学校関係の人とか、高齢者の介護の人とか、精神障害であれ
ば医療関係の人、借金苦であれば法律相談や行政相談、色んなゲートキーパーが国民一人一人が気
づいたときに何ができるかということをきちんと広めていく必要があります。 
 
埜中：良いお話をありがとうございました。 
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